
単なる形式的な区画の分割

公共施設（道路）の整備伴う

開発許可不要

開発許可要

・現在宅地として利用
・造成工事を要さない

＜許可が必要な例＞

・現在宅地として利用

・現在宅地として利用

再開発型開発行為

＜許可が不要な例＞

　内宿台、学園、西小針、中央

　内宿台、学園、西小針、中央

単なる形式的な区画の統合
・造成工事を要さない 開発許可不要

　内宿台、学園、西小針、中央


